２箇所以上の事業所で、働いている方の社会保険の扱いと届出について・・・

被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、各事業主がそれぞれ保険料の納付義務を負い、この場合の各事業主の負担する保険料の額は、二以上の事業所の報酬総額に各事業所における報酬又は賞与額の割合で按分した額により定められる。但し、一方が非常勤役員、もう一方が常勤役員の場合は常勤役員の会社にて加入する。
従業員から別の会社にも勤務する申し出があったとき

２以上の事業所に勤務することになった日の翌日から１０日以内に『健康保険 厚生年金保険被保険者二以上事業所勤務届』を自ら選択する事業所を管轄する社会保険事務所へ届け出る。
すでに政府管掌健康保険の被保険者である場合は、整理番号を変更する必要があります。
